
 

学校給食費の額の妥当性について 

 

１．播磨町における学校給食費の構成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②については、播磨町においては学校給食費＝保護者負担額としているが、必ずし

も 100％が保護者負担という訳ではなく、一部公費負担部分がある。 

例えば、 

（１）第三子以降の児童・生徒に係る給食費 

（２）就学援助の認定を受けている世帯の児童・生徒に係る給食費 

（３）警報発令時等給食の提供が中止になった際の食材費でキャンセルができない 

もの 

（４）町内の事業者から地元産の食材を購入する場合（産業環境課の「地元食材給 

食事業」を利用） など 

その他にも令和４年度・５年度・６年度において、国からの新型コロナウィルス感

染症対応地方創生臨時交付金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源

に、学期単位で全児童・生徒の給食費一部または全額公費で負担した。 

 

２．播磨町における平成以降の学校給食費改定経緯及び理由について 

(１) 平成２２年９月  小学校給食費を２３０円／食から２５０円／食に増額。 

         中学校給食は平成２３年１月開始のため影響なし。 

※物価の高騰のため。 

※輸入食品の安全性に対する不安による国内産食材の需要増加のため。 

(２) 平成２６年４月  小学校給食費を２５０円／食から２５７円／食に、 

         中学校給食費を２９０円／食から２９８円／食に増額。 

※消費税率増加（５％⇒８％）のため。 

(３) 令和５年４月 小学校給食費を２５７円／食から２９２円／食に、 

        中学校給食費を２９８円／食から３３９円／食に増額。 

  ※物価高騰のため。 
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③（①のうち②以外の費用）は、調理配送等業務の

委託料や学校給食に従事する職員の人件費、学校給

食の実施に必要な施設及び設備の修繕費、光熱水費

等があり、学校設置者（町）が負担（※）している。 

※「町が負担＝公費による負担」である。 

②は、食材料費であり、 

保護者等が負担している。 

③ 

「学校給食費の構成のイメージ」 
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